
－ 338 －

平成２８年（国）第５４４６号

平成２９年１１月３０日裁決

主文

後記「事実」欄第２の２(2) 記載の原処分

を取り消す。

事実

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金の

支給を停止するとした処分の取消しを求め

るということである。

第２　事実の概要

１　本件は、慢性腎不全、腎移植後慢性移

植腎症、鎖肛術後、神経因性膀胱（以下、

これらを併せて「当該傷病」という。）

による障害の状態が、国民年金法施行令

（以下「国年令」という。）別表に定める

２級の程度に該当するとして、障害等級

２級の障害基礎年金の支給を受けていた

請求人に対し、厚生労働大臣が、後記２

(2) 記載の現状診断書の現症日当時にお

ける請求人の当該傷病による障害の状態

は、厚生年金保険法施行令別表第１に定

める障害等級３級の状態に該当し、国年

令別表に定める２級の程度に該当しなく

なったためとして、障害基礎年金の支給

を停止する旨の処分（以下「原処分」と

いう。）をしたところ、請求人が、原処

分を不服として、標記の社会保険審査官

（以下「審査官」という。）に対する審査

請求を経て、当審査会に再審査請求をし

たという事案である。

２　本件再審査請求に至る経緯

本件記録によると、請求人が本件再審

査請求をするに至る経緯として、次の各

事実が認められる。

（1）　請求人は、当該傷病による障害の

状態が、国年令別表に定める２級の程

度に該当するとして、障害等級２級の

障害基礎年金の支給を受けていた。

（2）　厚生労働大臣は、国民年金法施行

規則第３６条の４第１項の規定による

現状に関する診断書として提出された

ａ病院ｂ科・Ａ医師作成の平成○年○

月○日現症に係る同月○日付け診断書

（腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用）（以

下「現状診断書」という。）を診査し

た結果、「障害の状態が厚生年金保険

法（旧三公社（ＪＲ，ＪＴ，ＮＴＴ）

の共済年金の受給権者にあっては国家

公務員共済組合法）施行令に定める障

害等級の３級の状態に該当したため、

障害基礎年金の支給を停止しました。」

として、平成○年○月○日付けで、請

求人に対し、同月から障害基礎年金の

支給を停止する旨の処分（原処分）を

した。

（3）　請求人は、原処分を不服として、

審査官に対する審査請求を経て、当審

査会に対し、再審査請求をした。

第３　当事者等の主張の要旨

（略）

 

理由

第１　問題点

１　障害基礎年金は、受給権者が国年令別

表に定める程度（障害等級１級及び２級）

の障害の状態に該当しなくなったとき

は、その障害の状態に該当しない間、そ

の支給を停止されることとなっている。

２　本件の場合、請求人は、前記「事実」

欄第２の２(2) 記載の理由による原処分

を不服としているのであるから、本件の

問題点は、現状診断書の現症日当時にお

ける請求人の当該傷病による障害の状態

（以下「本件障害の状態」という。）が、

国年令別表に定める程度に該当しないと

認められるかどうかである。

第２　審査資料

（略）

第３　事実の認定及び判断

１　本件審査資料によると、本件障害の状

態等について、以下の記載のあることが

認められる。

（略）

２　前記認定の事実に基づき、本件の問題
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点を検討し、判断する。

(1)　請求人の当該傷病による障害によ

り、障害等級２級の障害基礎年金が支

給される障害の程度としては、国年令

別表に「前各号に掲げるもののほか、

身体の機能の障害又は長期にわたる安

静を必要とする病状が前各号と同程度

以上と認められる状態であつて、日常

生活が著しい制限を受けるか、又は日

常生活に著しい制限を加えることを必

要とする程度のもの」（１５号）が定

められている。

そして、国年法上の障害の程度を

認定するためのより具体的な基準とし

て、社会保険庁により発出され、同庁

の廃止後は厚生労働省の発出したもの

とみなされて、引き続き効力を有する

ものとされている「国民年金・厚生年

金保険障害認定基準」（以下「認定基準」

という。）が定められているが、障害

の認定及び給付の公平を期するための

尺度として、当審査会もこの認定基準

に依拠するのが相当であると考えるも

のである。

（2）　認定基準の「第２　障害認定に当

たっての基本的事項」の「１　障害の

程度」によれば、日常生活が著しい制

限を受けるか又は日常生活に著しい制

限を加えることを必要とする程度と

は、必ずしも他人の助けを借りる必要

はないが、日常生活は極めて困難で、

労働により収入を得ることができない

程度のもので、例えば、家庭内の極め

て温和な活動（軽食作り、下着程度の

洗濯等）はできるが、それ以上の活動

はできないもの又は行ってはいけない

もの、すなわち、病院内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむね病棟内に限

られるものであり、家庭内の生活でい

えば、活動の範囲がおおむね家屋内に

限られるものである、とされている。

（3）　当該傷病のうち慢性腎不全、腎移

植後慢性移植腎症による障害は、認定

基準の第３第１章（以下「本章」と

いう。）第１２節／腎疾患による障害、

当該傷病のうち鎖肛術後、神経因性膀

胱による障害は、本章第１８節／その

他の疾患による障害に定められている

ところによってその程度を認定するの

が相当であり、認定基準中の上記の各

定めから本件の認定に必要な部分を摘

記すると、次のとおりである。

＜腎疾患による障害＞

腎疾患による障害の程度は、自覚

症状、他覚所見、検査成績、一般状態、

治療及び病状の経過、人工透析療法の

実施状況、具体的な日常生活状況等に

より、総合的に認定するものとし、当

該疾病の認定の時期以後少なくとも１

年以上の療養を必要とするものであっ

て、長期にわたる安静を必要とする病

状が、日常生活が著しい制限を受ける

か又は日常生活に著しい制限を加える

ことを必要とする程度のものを２級に

該当するものと認定するとされ、腎疾

患による障害で２級に相当すると認め

られるものの一部例示として、①　下

記に示す検査成績が中等度又は高度の

異常を１つ以上示すもので、かつ、一

般状態区分表（これは現状診断書の一

般状態区分表アないしオと同じ内容の

ものである。以下同じ。）のエ又はウ

に該当するもの、②　人工透析療法施

行中のものが掲げられている。

区分 検査項目 単位
軽度

異常

中等度

異常

高度

異常

ア

内因性

クレアチニン

クリアランス値

㎖/分

２０

以上

３０

未満

１０

以上

２０

未満

１０

未満

イ
血清

クレアチニン
㎎/㎗

３以上

５未満

５以上

８未満

８

以上

（注：ｅＧＦＲ（推算糸球体濾過量）

が記載されていれば、血清クレアチニ

ンの異常に替えて、ｅＧＦＲ（単位は

ｍℓ／分／１．７３㎡）が１０以上２０

未満の時は軽度異常、１０未満のとき

は中等度異常と取り扱うことも可能と

する。）
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そして、人工透析療法施行中のもの

は２級と認定するが、主要症状、人工

透析療法施行中の検査成績、長期透析

による合併症の有無とその程度、具体

的な日常生活状況等によっては、さら

に上位等級に認定するとされている。

また、腎臓移植を受けたものに係

る障害認定に当たっては、術後の症状、

治療経過、検査成績及び予後等を十分

に考慮して総合的に認定するとされて

いる。

＜その他の疾患による障害＞

その他の疾患による障害は、本章

「第１節　眼の障害」から「第１７節　

高血圧症による障害」において取り扱

われていない疾患を指すものである

が、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、術後の経

過、予後、原疾患の性質、進行状況等、

具体的な日常生活状況等を考慮し、総

合的に認定するものとし、身体の機能

の障害又は長期にわたる安静を必要と

する病状があり、日常生活が著しい制

限を受けるか又は日常生活に著しい制

限を加えることを必要とする程度のも

のを２級に該当するものと認定すると

され、障害の程度は、一般状態が、一

般状態区分表のエ又はウに該当するも

のは２級におおむね相当するので、認

定に当たっては、参考とするとされて

いる。

そして、人工肛門又は新膀胱を造

設したもの若しくは尿路変更術を施し

たものは、３級と認定するとされ、①　

人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造

設したもの又は尿路変更術を施したも

の、②　人工肛門を造設し、かつ、完

全排尿障害（カテーテル留置又は自己

導尿の常時施行を必要とする）状態に

あるものは２級と認定するとされ、な

お、全身状態、術後の経過及び予後、

原疾患の性質、進行状況等により総合

的に判断し、さらに上位等級に認定す

るとされている。

（4）　上記の認定基準に照らして、本件

障害の状態について検討するに、現状

診断書によると、一般状態区分は「イ」

とされ、自覚症状として食欲不振、他

覚所見として貧血があり、平成○年○

月○日に生体腎移植術と右腎摘出術及

び虫垂利用腹壁導尿路造設術がされ、

検査成績（検査日　平成○年○月○日）

では赤血球が２９０×１０⁴ /μℓ、ヘ

モグロビンが１０．０g/ ㎗と若干の貧

血があるものの、腎機能をみる項目で

はＢＵＮが２１．１㎎ / ㎗、血清クレ

アチニンが１．７２㎎ / ㎗、血清アル

ブミン４．２㎎ / ㎗と異常値に該当す

るものはないのであるから、本件障害

の状態は、腎機能をみる限り、上記腎

疾患による障害で２級に相当すると認

められるものの例示には該当しない。

しかし、請求人は、上述のとおり

平成○年○月○日に腎移植術、右腎摘

出術と同時に虫垂利用腹壁導尿路造設

術を受けていることが認められ、また、

請求人の鎖肛に対しては、請求人の父

親が平成○年○月○日付けで記載した

審査請求書別紙によると、誕生日の翌

日である昭和○年○月○日にｃ病院に

おいて鎖肛に対し人工肛門が、尿閉に

対し膀胱瘻が造設され、ｄ病院におい

て、約１年半後の昭和○年○月○日に

機能が低下した左腎臓を摘出、同年○

月○日に腹壁に造設された人工肛門を

閉鎖し、直腸部と肛門部を造設する手

術を受けており、その際、請求人の鎖

肛は重度で、直腸と肛門部との間に距

離がかなりあったと言われ、その後、

平成○年○月○日に右腎臓を摘出し、

父親をドナーとする生体腎移植術と虫

垂利用腹壁導尿路が造設され、さらに、

その２年４か月後の平成○年○月○日

に先天性短尿道に対して尿道形成術が

施行された（注：尿道形成術について

は、ａ病院ｂ科・Ｂ医師（以下「Ｂ医師」

という。）作成の平成○年○月○日現

症に係る同月○日付け診断書（注：摘

記省略）にも同様の記載がある。）旨が、

また、平成○年○月○日付け補足（便
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失禁の流れ）によると、平成○年○月

に主治医からｅ病院ｆ科を紹介され受

診し、肛門部周辺に括約筋の機能がな

いことを確認された旨が記載されてい

る。これはＢ医師作成の平成○年○月

○日現症に係る同年○月○日付け診断

書（注：摘記省略）に矛盾しない。

以上の経過をみると、請求人の先天

性の鎖肛及び尿閉は、排泄（排便・排

尿）機能をつかさどる臓器（直腸及び

肛門括約筋・肛門、腎臓及び尿路（尿管・

尿道））が未成熟の複合奇形によるも

のであると推察され、まず、救命目的

に誕生日の翌日に腹壁に人工肛門と膀

胱瘻を造設し、１歳５か月の時（注：

昭和○年○月）に機能の低下した左腎

臓を摘出し、その１か月後に腹壁に造

設されていた人工肛門を閉じ、直腸部

と肛門部を造設している。そして、９

歳の時（平成○年○月）に父親をドナー

とした生体腎移植がされ、同時に、腹

壁に造設されていた膀胱瘻を虫垂利用

の腹壁導尿路に造り変える手術が行わ

れている。そして、その３年後の平成

○年○月に先天性短尿道に対して、虫

垂利用の導尿路を本来の尿道の位置に

移植（尿道形成術）していることが認

められるのである。請求人は、数度の

手術を経て、もともと肛門のあるべき

部位に人工肛門を造設し、もともと短

く欠損のあった尿道に虫垂を利用した

導尿路を新たに造設したことになるの

である。

保険者は、請求人の排便障害につい

て、障害があることは確認できるもの

の、自己の肛門からの排便であり、現

状診断書提出時点においては、人工肛

門は造設されておらず、また、尿路に

関しては尿道形成術であり尿路変更で

はないので、本件障害の状態は２級と

認められる例示には該当しないとして

いるが、上述のとおり、請求人の排便

の状態は請求人が「だだ漏れ」の状態

であると表現しているように、請求人

は、肛門括約筋の機能を持ち合わせて

おらず、単に本来肛門のあるべき部位

に、人工的に排便孔を造設したにすぎ

ない。また、尿路に関しては、一部欠

損し短かった尿道に虫垂を利用した導

尿路を造設する尿道形成術を施して本

来の尿道の位置に導尿路を移植してい

るのであるから、尿路の変更術に当た

るとするのが相当である。そうすると、

本件障害の状態は「人工肛門を造設し、

かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路

変更術を施したもの」に該当するので、

国年令別表に定める２級の程度に該当

する。

(5)　以上によれば、本件障害の状態は、

腎疾患による障害としてみると、障害

と認められる状態ではないものの、鎖

肛術後及び神経因性膀胱に関しては、

国年令別表に定める障害等級２級の程

度に該当すると認められるので、原処

分は妥当でなく、これを取り消すこと

とし、主文のとおり裁決する。
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